
【適時開示体制の概要（模式図）】 
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案件の取りまとめ 
（有価証券上場規程に 

よる開示有無の確認） 
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監査等委員会 
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意見陳述 

 
情報開示 

開示有無の確認経過

及び結果報告 

緊急を要する「発生事実」が生じた

場合には、取締役会を経ずに代表

取締役及び担当取締役の判断に 

より開示する。 


